
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室事業者指定担当 

指定特定・指定一般相談支援事業の指定申請に係る面談の内容について 

指定申請書に不備がない場合、日程調整のうえ、指定希望日の２～３週間前に障害保健福祉推進室にて面談

を実施します。面談の際には、管理者の方は必ず出席していただく必要があります。 

１ 面接 

  管理者について、面接及び本人確認を実施します。本人確認ができる運転免許証、健康保険証、マイナン

バーカードなどをご用意ください。 

２ 書類等の確認 

  以下の書類について必ず面談時に持参してください。不足等があると、再度面談を実施する必要がありま

す。 

 ⑴ 採用、秘密保持のための措置の確認書類 □ 

  ① 従業者の雇用契約書、辞令等（原本） □ 

    全従業者（管理者含む）の採用状況について、上記により確認します。雇用契約書については、期間

の定めがない場合も、雇用の始期（雇入れ日）がわかるように記載してください（例 雇用期間：令和

〇年〇月○日～）。 

  ② 秘密保持に関する誓約書 □ 

    全従業者（管理者含む）が、事業者（法人）に対して、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密（利

用者やその家族の個人情報）を在職中も退職後も漏らすことがない旨の誓約をしている文書の原本を確

認します。なお、法人役員等が従業者となっている場合も必要です。 

 ⑵ 提出書類（資格証等）の原本確認 □ 

   指定申請書に添付している従業者の資格証や研修修了証の原本を確認します（コピー不可）。 

   ※加算の要件で資格証が必要な場合、当該資格証についても原本を確認します。 

 ⑶ 各種マニュアル関係 □ 

   以下のマニュアルが整備されているか確認します。 

  ① 重要事項説明書 □ 

    運営規程の内容と齟齬がないようにしてください。 

  ② 苦情処理マニュアル □ 

    対応フロー図、窓口一覧（事業所・法人、京都府福祉サービス運営適正化委員会、区役所・支所保健

福祉センター障害保健福祉課など）、記録票 等 

  ③ 緊急時対応マニュアル □ 

    対応方法・フロー図、緊急連絡先一覧 等 

  ④ 事故防止・事故発生時マニュアル □ 

    事故防止のための対策、対応方法・フロー図、関係機関の連絡先、行政への報告※、再発防止策 等 

    ※京都市情報館に事故報告（感染症を含む）に係る様式があります（ページ番号 238358） 

  ⑤ 衛生管理・感染症対策マニュアル □ 

    設備・備品等の衛生管理方法、感染症・食中毒等予防や発生時の措置方法、行政への報告※ 等 

    ※京都市情報館に事故報告（感染症を含む）に係る様式があります（ページ番号 238358） 

   

 

 

≪注意≫ 

面談時には提出を求めませんが、業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成、虐
待防止のための対策を検討する委員会や研修の整備等も必ず進めてください。 


